	農地法第３条許可申請に伴う添付書類　一覧
	事務局
確認欄

	○申請書の提出期限は毎月２０日（当該日は土日祝の場合は、その直前の開庁日）になります。
	

	１
	申請書（実印押印のこと、地元農業委員への告知及び直筆の署名）
	

	２
	土地登記簿謄本（分筆、未相続の場合は、分筆、相続手続終了後）
	

	３
	仮登記、抵当権等が設定されている場合は、設定者の同意書
	

	４
	印鑑証明(申請人が未成年の場合は、代理人の印鑑証明及び戸籍謄本）
　　　　　　(土地登記簿謄本と住所相違の場合は、別途住民票も添付)
	

	５
	営農計画書（農地所有適格法人の場合は、構成員の従事計画を追記すること）
	

	６
	土地改良区組合員資格得喪通知書（土地改良区区域内の農地のみ必要）
	

	７
	誓約書
	

	８
	委任状（第三者に手続きを委任される場合に必要）
	

	９
	位置図（S=1/25,000～2,500程度）
	

	１０
	公図の写し（公図に隣接地の状況【地目・所有者等】を明記）
	

	１１
	自動車納税証明書の写し
	

	１２
	耕作証明書（譲受人又は借受人の住所地農業委員会の発行）
	

	１３
	法人登記簿謄本
	

	１４
	定款又は付款の写し
	

	１５
	組合員名簿又は株主名簿の写し
	

	１６
	農地所有適格法人報告書の写し（最新のもの）
	

	※譲受人が木津川市内在住の場合、原則１～１０の書類を各１部ご提出ください。
※譲受人が木津川市外在住の場合、原則１～１２の書類を各１部ご提出ください。
また、「７　誓約書」に地元連帯保証人の署名が必要です。
※譲受人が満７５歳以上の場合、「７　誓約書」に耕作連帯保証人の署名が必要です。

※権利取得者が農地所有適格法人の場合、１～１０及び１３～１６の書類を各部１部ご提出ください。
※土地改良区区域内の農地については、土地改良区で手続が必要です。詳しくは、別紙の土地改良区に確認ください。

※必要に応じ、その他書類等の提出を求める場合も有ります。
※原本還付が可能な場合もありますので、お申し出ください。
※外国籍の方は、在留カードの写しの添付が必要です。
	


